
令和６年２月農業委員会定例会議事録 

 

 

 

 

日時 

 

場所 

 

 

 

日程第１ 

日程第２ 

日程第３ 

日程第４ 

日程第５ 

日程第６ 

日程第７ 

日程第８ 

日程第９ 

 

出席委員 

 

 

 

 

欠席委員 

 

事務局 

 

農林水産課 

 

農地機構 

 

傍聴者 

 

 

 

令和６年２月２０日（火）午後１時３０分～午後２時２４分 

 

さぬき市役所３階３０１・３０２ 

 

議事録署名委員の指名について 

 

諸報告 

農地法第３条に基づく申請審議について    （会長提出議案第１～４号） 

非農地証明願いについて           （会長提出議案第５～８号） 

農地改良届について             （会長提出議案第９号） 

農地法第５条に基づく申請審議について    （会長提出議案第１０号） 

農用地利用集積計画の審議について      （会長提出議案第１１号） 

農業振興地域整備計画変更の答申について   （会長提出議案第１２～４１号） 

農業経営改善計画の審査について       （会長提出議案第４２号） 

その他 

 

1山下加代子 2吉原博美 3眞田幸隆 4蓮井セツ子 5松岡浩二 

6池田幸嗣 7大塚ノブ子 8林 文夫 9藤井 修 10樫村浩二 

11十川隆行 12寒川孝志 13戸田修治 14長田禎二 15細川和美 

16岩澤佳宣(会長職務代理者) 17芳竹和政（会長） 

 

なし 

 

山下智資事務局長 頼冨伸次副主幹 松本美佳係長 藤川英祐主査 

 

玉木省三副主幹 

 

猪熊正農地集積専門員 西渕健一農地集積専門員 

 

なし 

 

 

 



  

  

事務局 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご案内の時刻が参りましたので、全員おそろいですので、ただいまより令

和６年２月農業委員会定例会を開催したらと思います。進行につきましては、

芳竹会長のほうでよろしくお願いします。 

 

改めまして、こんにちは。立春も過ぎまして、寒さの中にも早春の息吹が

感じられる頃となりました。皆様方におかれましては何かとお忙しい中、ご

出席くださいましてありがとうございます。 

最近は、日中は４月の中頃というような気温になりまして、寒暖差がすご

く日に日に大きくなってきておるようでございます。これから水稲とかいろ

いろ作付準備も忙しくなる時期と思いますが、体調管理には十分気をつけて

いただきまして、農作業、農業委員活動に頑張っていただけたらと思います。 

さて、本日の議題であります各案件につきまして、円滑なご審議、ご協力

のほどよろしくお願い申し上げます。簡単でございますが、挨拶に代えさせ

ていただきます。 

なお、本日提案致します案件について、事前に各地区で現地確認し、調査

いただいていると思いますので、よろしくお願い致します。 

さて、本日の出席は１７名中１７名の出席で、農業委員会等に関する法律

第２７条第３項の規定に基づき、全員の出席ですので成立することを宣言致

します。 

では、議事録署名委員の決定ですが、私のほうから指名致します。それで

は、１３番 戸田委員、１番 山下委員、両委員さんでお願い致します。 

では、本日の日程に沿って進めさせていただきます。 

日程第１ 諸報告。事務局より報告をお願い致します。 

 

別紙のＡ４の資料１ページの農地法第１８条第６項に基づく通知について

をご覧ください。これは賃借権を中途解約するもので、１件受理しています。 

報告第１号、貸人、●●●●●、●●●●様、借人、●●●●、●●●様、

申請地、●●●●●●●●番です。解約理由は借り手の都合のためです。 

続きまして、別紙Ａ４の資料２ページの使用貸借終了農地返還通知をご覧

ください。これは使用貸借権を中途解約するもので、１７件受理しています。 

報告第１号、貸人、●●●●●●●●、●●●●様、借人、●●●●●●

●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●●●番●です。解約理

由は借り手の都合のためです。 

報告第２号、第３号をご覧ください。これらは、貸人が●●●●●●、●

●●●様の解約で、解約理由は売買のためです。借人は、第２号、●●●、

●●●●様、申請地、●●●●●●●●番、第３号、●●●、●●●●様、

申請地、●●●●●●●●番です。 

報告第４号、第５号をご覧ください。これは農地機構を通じて貸し借りを

行っている農地で、貸人、●●●●●、●●●●様、借人、●●●●●、●

●●●様、申請地、●●●●●●●●番●です。解約理由は売買のためです。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告第６号、第７号をご覧ください。こちらも農地機構を通じて貸し借り

を行っている農地で、貸人、●●●●、●●●●●様、借人、●●●●●●、

●●●●様、申請地、●●●●●●●●●番です。解約理由は貸人の要望の

ためです。 

報告第８号から第１１号をご覧ください。これらは借人が●●●●●●●

●、●●●●●●●●様の解約で、解約理由は農業廃止のためです。貸人は、

第８号、●●●●●●、●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●●●番

他３筆、第９号、●●●●●●●●、●●●様、申請地、●●●●●●●●

●●●●●●番●他３筆、第１０号、●●●●●●●●、●●●●様、申請

地、●●●●●●●●●●●●●●番●他２筆、第１１号、●●●●●●●

●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●●●番●他１筆です。 

報告第１２号、貸人、●●●●●●、●●●●様、借人、●●●●●●●、

●●●●●●●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●番他２筆です。

解約理由は借り手の都合のためです。 

報告第１３号、貸人、●●●●●●、●●●●●様、借人、●●●●●●

●●●、●●●●●●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●番●他３

筆です。解約理由は売買のためです。 

報告第１４号、第１５号をご覧ください。これは農地機構を通じて貸し借

りを行っている農地で、貸人、●●●●●、●●●●様、借人、●●●、●

●●●●●●●●●●●●様、申請地、●●●●●●●●●番●他２筆です。

解約理由は借り手の都合のためです。 

報告第１６号、第１７号をご覧ください。こちらも農地機構を通じて貸し

借りを行っている農地で、貸人、●●●●●、●●●●様、借人、●●●、

●●●●●●●●●●●●●様、申請地、●●●●●●●●●番●です。解

約理由は転用のためです。 

以上で報告を終わります。 

 

事務局の報告が終了致しました。 

日程第２ 農地法第３条に基づく申請審議について、会長提出議案第１号

から第４号を議題とし、一括上程致します。 

それでは、事務局の説明をお願い致します。 

 

今月の３条の案件は４件ございまして、面積にして１６，７６６㎡、１２

筆です。議案書１ページからでございます。 

会長提出議案第１号について、ご説明させていただきます。地区番号２、

受付年月日、令和６年２月１日。譲渡人、●●●、●●●●●様、譲受人、

●●●●●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●●●●●●●番●、

台帳地目、現況地目ともに畑、地積３２０㎡。譲渡人の申請事由、労力不足、

譲受人の申請事由は、現在経営する農地がないため新規就農としています。

権利は所有権の移転を伴うもので、経営面積は０㎡、受人従事数は１人です。

資料と致しましては１ページになります。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●の東約８００ｍに位置しております。

譲受人は現在、●●●●●●の借家にお住まいですが、申請地に隣接する宅

地に移住予定であり、申請地においてはイチジクを作付する計画です。 

会長提出議案第２号について、ご説明させていただきます。地区番号３、

受付年月日、令和６年２月１日。譲渡人、●●●●●、●●●●様、譲受人、

●●●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●●番、台帳地目、現況地

目ともに田、地積７０９㎡。譲渡人の申請事由、経営縮小、譲受人の申請事

由は、現在経営する農地がないため新規就農としています。権利は所有権の

移転を伴うもので、経営面積は０㎡、受人従事数は２人です。資料と致しま

しては２ページになります。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●●の東約５４０ｍに位置しておりま

す。譲受人は現在、●●●●●●に居住する父親と共に農業を営んでおり、

申請地の周辺の農地においても保全管理を行っております。申請地において

は野菜を作付する計画です。 

会長提出議案第３号について、ご説明させていただきます。地区番号３、

受付年月日、令和６年２月１日。譲渡人、●●●●●●、●●●●様、譲受

人、●●●●●●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●●●●●番他

５筆、台帳地目、現況地目ともに田及び畑、地積合計７，５０６㎡。譲渡人

の申請事由、農業廃止、譲受人の申請事由は、現在経営する農地がないため

新規就農としています。権利は所有権の移転を伴うもので、経営面積は０㎡、

受人従事数は２人です。資料と致しましては３ページになります。譲受人は

市外から転入されるということで、本日ヒアリングを実施した案件になりま

す。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●●●●の西約１６０ｍに位置してお

ります。譲受人は現在、●●●●●●●にお住まいですが、申請地に隣接す

る宅地に移住し、申請地においては牧草を作付する計画です。 

会長提出議案第４号について、ご説明させていただきます。地区番号４、

受付年月日、令和６年２月１日。譲渡人、●●●●●●●、●●●●様、譲

受人、●●●●●●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●●●●●番

他３筆、台帳地目、現況地目ともに田、地積合計８，２３１㎡。申請事由は

親から子への生前贈与です。権利は所有権の移転を伴うもので、経営面積は

１４，７７２㎡、受人従事数は４人です。資料と致しましては３ページにな

ります。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●●●●●●の北東約６００ｍに位置

しております。譲受人は現在、譲渡人である父親と共に農業を営んでおり、

申請地の保全管理も行っております。 

以上です。 

 

事務局の説明が終了致しました。なお、本議案については、●●地区、●

●地区、●●地区の関係案件ですので、代表委員から調査結果の報告をお願

いします。 



  

 

 

松岡浩二委員 

 

 

 

議長（会長） 

 

林文夫委員 

 

 

 

 

大塚ノブ子委

員 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

十川隆行委員 

 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

事務局 

●●地区からお願いします。 

 

２月１５日に第１号議案の案件を現地確認しました。空き家を購入されて、

その裏にこの畑はあるんですけど、菜園として使われるようなので、特に問

題ないと思います。よろしくお願いします。 

 

続いて、●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 

第２号ですけど、先日の日曜日に推進委員と一緒に見に行きましたけども、

現状は草は刈っておりますが、畑として、田として耕した形跡はあんまりな

かったんですけど、近くの小屋の関係があるので、今から耕してくれるんだ

ろうと思っております。どうぞよろしくお願いします。 

 

第３号議案についてご報告致します。私たち２月１７日に現地確認を行い

ました。●地区のとてもいい場所で、この田んぼ、畑を除いて基盤整備をし

ております。先ほどヒアリングでも本人にお会いしましたが、大変農業に張

り切っているそうです。感じのいい人でした。多分これは牧草でちゃんとし

てくれると思います。私たちはよろしいのではないかと認めることにしまし

た。よろしくご検討をお願いします。 

 

続いて、●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 

この４号議案、先日、全員で見てまいりました。問題ないかと思います。

よろしくお願いします。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第１号から第４号につきまして

質疑等がありましたら、発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

ないようですので、それでは、議案第１号から第４号につきましてお諮り

します。議案第１号から第４号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１号から第４号を原案のとおり認めることと致します。 

日程第３ 非農地証明願いについて、会長提出議案第５号から第８号を議

題とし、一括上程致します。 

それでは、事務局の説明をお願いします。 

 

それでは、非農地証明についてご説明させていただきます。議案書の２ペ



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ージをお開きください。今回の非農地証明案件は４件ございます。対象農地

は８筆で、地積は４，２１４㎡です。 

それでは、個別案件についてご説明させていただきます。 

会長提出議案第５号、地区番号２、受付年月日、令和６年２月１日。申請

人、●●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●番●他４筆です。

台帳地目、畑４筆、田１筆、現況地目、全筆原野、合計地積２，８０２㎡で

す。申請理由は、平成１２年頃から２０年以上耕作不能な状態が継続し、原

野化したためです。お手元の資料５ページ、６ページをご覧ください。 

概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●から南東約２，１００ｍ

に位置しております。平成３０年に相続により申請地を取得しております。

申請地は平成１２年頃まで申請者の父が耕作していましたが、高齢のため耕

作ができなくなり耕作放棄となり、申請者も市外在住で耕作放棄が継続し、

原野化したものです。また、●●●●番は再生利用が困難と見込まれる荒廃

農地に分類された土地赤判定と確認されています。位置図は資料５ページ左

側、写真方向図は資料５ページ右側、現況写真は資料６ページになるのでご

確認ください。 

会長提出議案第６号、地区番号３、受付年月日、令和６年２月１日。申請

人、●●●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●番●です。台帳

地目田、現況地目山林、地積１，２１８㎡です。申請理由は、昭和６０年頃

から３５年以上耕作不能な状態が継続し、山林化したためです。お手元の資

料７ページ、８ページをご覧ください。 

概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●から北東約７４０ｍに位

置しております。昭和４４年に売買により申請地を取得しています。申請地

は昭和６０年頃から高齢のため耕作ができなくなり耕作放棄となり、隣接の

山林の木々が押し寄せ、山林化しました。位置図は資料７ページ左側、写真

方向図は資料８ページ左側、現況写真は資料８ページ右側になるのでご確認

ください。 

会長提出議案第７号、地区番号５、受付年月日、令和６年２月１日。申請

人、●●●●●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●番●です。

台帳地目田、現況地目宅地、地積１４６㎡です。申請理由は、農業用倉庫と

して使用しているためです。お手元の資料９ページ、１０ページをご覧くだ

さい。 

概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●●●●●から西約５ｍ

に位置しております。平成６年に相続により申請地を取得されております。

申請地は昭和５５年に農業用倉庫が建てられたが、無断転用であるため、是

正のため申請しました。位置図は資料９ページ左側、現況写真は資料１０ペ

ージ右側になるのでご確認ください。 

会長提出議案第８号、地区番号５、受付年月日、令和６年２月１日。申請

人、●●●●●●、●●●様、申請地、●●●●●●●番●です。台帳地目

田、現況地目宅地、地積４８㎡です。申請理由は、狭小農地で耕作不能な状

態であるためです。お手元の資料１１ページ、１２ページをご覧ください。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

松岡浩二委員 

 

 

 

議長（会長） 

 

大塚ノブ子委

員 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

戸田修治委員 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

概要でございますが、さぬき市●●、●●●●から北へ約１，３００ｍに

位置しております。令和５年に相続により申請地を取得しております。申請

地は、現在の公図では５筆の宅地と申請地で１区画となっており、旧図で位

置を確認すると資料１１ページ右側の位置となっており、狭小農地であり耕

作不能な農地であるため、申請を行いました。位置図は資料１１ページ左側、

現況写真は資料１２ページになるのでご確認ください。 

説明は以上です。 

 

事務局からの説明が終了致しました。なお、本議案については、●●地区、

●●地区、●●地区の関係案件ですので、代表委員から調査結果の報告をお

願いします。 

まず、●●地区からお願いします。 

 

第５号議案ですが、２月１５日に現地確認を行いました。事務局のほうか

らも話があったとおり、農地パトロールで赤判定になっておる場所なので、

特に問題ないと思います。よろしくお願いします。 

 

続いて、●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 

ご報告致します。第６号議案について、私たち２月１７日に現地確認を行

いました。資料８ページの写真３を見ていただいたら分かりますように、ち

ょうど道路のカーブのところは小さな笹みたいなのが生えておりました。で

も、その奥はずっと雑木が大きくなり、竹も生えて山林化しておりました。

私たちこれは仕方ないなということで認めることにしましたので、よろしく

ご審議いただきたいと思います。 

 

続いて、●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 

農業委員、推進委員で１３人全員で、おととい現地確認してきました。 

７号は蘭を栽培している方の農業用倉庫ということで、もう３０年ぐらい

前から倉庫で使っています。 

それから、８号についても、狭小でブロック塀があったり、部屋が建って

いまして敷地の一部になっていますので、是正措置ということで特に問題な

いかと思います。よろしくお願いします。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第５号から第８号につきまして

質疑等がありましたら、発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

ないようですので、議案第５号から第８号につきましてお諮りします。議
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案第５号から第８号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第５号から第８号を原案のとおり認めることと致します。 

日程第４ 農地改良届について、会長提出議案第９号を議題とし、上程致

します。 

それでは、事務局の説明をお願い致します。 

 

それでは、農地改良届についてご説明させていただきます。議案書３ペー

ジをご覧ください。 

会長提出議案第９号、地区番号３、受付年月日、令和６年２月１日。申請

人は●●●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●番です。台帳地目、

現況地目、田、地積は１，２０７㎡、農地改良後の地目も田です。改良後は

ビニールハウスを建て、ミニトマトを栽培する予定です。なお、工事のほう

の着工予定年月日でございますが、本年の３月１日から３月１４日を予定し

ております。３５０㎜から４００㎜の盛土による農地改良を行います。お手

元の資料１３ページ、１４ページをご覧いただきたいと思います。 

概要を申し上げますと、申請地はさぬき市●●、●●●●●●から南東へ

約２７０ｍに位置しております。現在の状態ではビニールハウスを建てるに

は農地が低すぎるため、盛土する計画となっております。なお、資料を精査

致しますと、隣接農地の関係者の同意並びに地元水利組合及び土地改良区の

同意も得られている状態でございます。 

以上です。 

 

事務局の説明が終了致しました。なお、本議案については●●地区の関係

案件ですので、代表委員から調査結果の報告をお願いします。 

 

第９号ですけど、日曜日に推進委員と共に確認しました。ビニールハウス

を建てられるということで、どうぞということです。よろしくお願いします。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第９号につきまして質疑等があ

りましたら、発言を認めます。 

どうぞ。 

 

参考で教えていただきたいんですけど、農地のこれ形状変更、盛土やから、

それは面積が１，０００㎡以上になれば出さないかんのですかね。 

 

そうです。 

 

それでいいんですかね。分かりました。 
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ほかにございませんか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第９号につきましてお諮りします。議案第９号について異

議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第９号を原案のとおり認めることと致します。 

日程第５ 農地法第５条に基づく申請審議について、会長提出議案第１０

号を議題とし、上程致します。 

それでは、事務局の説明をお願いします。 

 

それでは、ご説明させていただきます。今月の５条の案件は１件ございま

して、面積にして７０１㎡、１筆です。 

それでは、ご説明します。議案書４ページでございます。 

会長提出議案第１０号、地区番号３、受付年月日、令和６年２月１日。譲

渡人、●●●●、●●●●様、譲受人、●●●●●●、●●●●様。申請地、

●●●●●●●●●●番●、台帳地目、現況地目ともに田、地積７０１㎡。

転用目的、農家住宅、工事着完予定年月日、令和６年４月２０日から令和７

年５月３１日。権利、所有権移転売買、農地区分、第３種農地、用途区分、

第二種住居地域。資料と致しましては１５から１６ページで、位置図を１５

ページの左側に掲載しております。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●●●●●の南

西約２６０ｍに位置し、隣接については、田、宅地、雑種地及び道路に接し

ております。申請人は、現在の居住地に新設高校が建設されることから立ち

退きの必要が生じたため、新たな居住地に適した土地を探していました。申

請地は、商業施設、教育施設、医療施設、ＪＲの駅に近い第３種農地であり、

土地所有者の同意も得られたため、転用申請に至りました。地元土地改良区

をはじめ、水利組合の同意も得ております。 

以上です。 

 

事務局からの説明が終了致しました。なお、本議案については●●地区の

関係案件ですので、代表委員から調査結果の報告をお願いします。 

 

同じく、１０号ですけども、この日曜日に推進委員と共に現地に参りまし

たけども、今、事務局の説明がありましたけど、私はその当時、見たときは

分かりませんでしたので、農家住宅ということですけども、農地はどこにあ

るのかなと、経営者はどこなのか、この近辺にちょっと見当たらなかったの
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で、今聞いたら●●にあるのですか、そういうことになるのですか。 

 

今回、統合高校の関係で用地買収して、残っている農地が１，０００㎡以

上あるということで、農家住宅で出てきています。農地は、●●のほうにあ

ります。 

 

それなら結構なので、今、周辺で農家住宅が見受けられなかったので、そ

ういうことであれば、どうぞよろしくお願いします。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第１０号につきまして質疑等が

ありましたら、発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

ないようですので、議案第１０号につきましてお諮りします。議案第１０

号について、異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１０号を原案のとおり認めることとし、香川県へ進達致

します。 

日程第６ 農用地利用集積計画の審議について、会長提出議案第１１号を

上程致します。 

なお、今月の議案で、議案書７ページの整理番号２４が●●委員、農地中

間管理事業対象農用地等総括表の９番、１０番、３９番から４１番が●、１

８番から２０番、３６番から３８番が●●委員、２１番が●●委員の関係議

案となり、除斥対象議案になりますので、後で別審議と致します。 

では、事務局から説明をお願いします。 

 

会長提出議案第１１号について、委員さんの案件を除き、ご説明致します。 

農地の貸し借りについての説明で、議案書５ページから７ページとなりま

す。 

個人７件、中間管理機構１７件の合計２４件となっております。２４件の

うち新規１７件、再設定７件となっております。２４件のうち賃借権３件、

使用貸借権２１件となっております。 

賃借権の内訳としまして、５，０００円１件、４，８４５円１件、２，０

００円１件となっております。 

期間は、１０年４件、６年１２件、５年１１か月１件、５年２件、４年５

か月１件、３年４件となっております。 

続いて、農地中間管理事業対象農用地等総括表の委員さん案件を除いた３

０件についてご説明致します。別紙のＡ３の総括表をご覧ください。 
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貸付先は、個人１４件、法人１６件となっております。設定する権利等の

種類は、賃借権５件、使用貸借権２５件となっております。期間は、１０年

４件、６年２３件、４年５か月３件となっております。利用内容は、水稲、

麦、露地野菜、飼料用作物の作付となっております。 

以上です。 

 

説明が終了致しました。質疑に入ります。なお、本案件につきましては案

件も多く、時間がかかりそうですので、一括して質疑に入ります。質疑等あ

る場合は整理番号を指定の上、ご発言いただきます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案書の整理番号２４、農地中間管理事業対象農用地等総括表

の９番、１０番、１８番から２１番、３６番から４１番を除く議案第１１号

について原案のとおり認めることとしてよろしいでしょうか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案書の整理番号第２４、農地中間管理事業対象農用地等総括

表の９番、１０番、１８番から２１番、３６番から４１番を除く議案第１１

号について原案のとおり認めることと致します。 

続きまして、●●委員の関係議案である議案書の整理番号２４、農地中間

管理事業対象農用地等総括表で、私の関係議案である９番、１０番、３９番

から４１番、●●委員の関係議案である１８番から２０番、３６番から３８

番、●●委員の関係議案である２１番の審議に入りますので、議事進行を職

務代理にお願い致します。 

 

それでは、●●委員、●●委員、●●委員、●●委員の退席を求めます。 

 

（●●委員、●●委員、●●委員、●●委員 退席） 

 

では、事務局からの説明をお願いします。 

 

会長提出議案第１１号についての委員さんの案件は１件で、新規で、使用

貸借権となっております。期間は６年となっております。利用内容について

は、麦、露地野菜、飼料用作物の作付となっております。 

農地中間管理事業対象農用地等総括表についての委員さんの案件は１２件

で、使用貸借権１２件となっております。期間は１０年６件、６年４件、５

年１１が月２件となっております。利用内容については、水稲、麦、果樹類

の作付となっております。 

以上です。 
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説明が終わりました。質疑等ありませんか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

なければ、原案どおり可決してよろしいでしょうか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

異議なしと認めます。では、原案のとおり承認致します。 

退席されている●●委員、●●委員、●●委員、●●委員の再入場を求め

ます。 

 

（●●委員、●●委員、●●委員、●●委員 着席） 

 

日程第７ 農業振興地域整備計画変更の答申について、会長提出議案第１

２号から第４１号までを一括上程致します。 

では、事務局から説明をお願いします。 

 

今回の農業振興地域整備計画変更の答申は、農用地域からの除外が３０件あり

ます。対象農地は８６筆で、地積６８，６９６㎡です。 

それでは、個別案件を説明いたします。議案書８ページをご覧ください。 

会長提出議案第１２号、譲渡人、●●●●●●●、被相続人、●●●様、相

続人、●●●●様、●●●●様、●●●●様、譲受人、●●●●●●、●●●

●様、申請地、●●●●●●●●●●●●番●です。除外後の用途は駐車場で

す。 

申請の位置でございますが、資料１７ページをご覧ください。さぬき市●●、

●●●●●●●●●から南西約１，２００ｍに位置しております。 

会長提出議案第１３号、譲渡人、●●●●●●●●、●●●●様、譲受人、

●●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●●●番●です。除外後

の用途は非農家の自己住宅です。 

申請の位置でございますが、資料１９ページをご覧ください。さぬき市●●、

●●●●●●●●●●●●から北約３３０ｍのところに位置しております。 

会長提出議案第１４号、申請人、●●●●●●●、●●●●様、申請地、●

●●●●●●●●●●●●番●です。除外後の用途は農家住宅の宅地拡張です。 

申請の位置でございますが、資料２１ページをご覧ください。さぬき市●●、

●●●●●から南西約９１０ｍのところに位置しております。 

会長提出議案第１５～３２号、３４～３８号は関連した議案となるので、一括

してご説明いたします。譲渡人、●●●●●●、●●●●様外２２件、譲受人、

●●●●●●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●番●他７５筆、総地

積６１，３１６㎡です。除外後の用途は学校用地です。●●●●●の県立高校を
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統合し、令和１２年４月開校に向け、新しい県立高校を整備するためのものです。 

申請の位置でございますが、資料３３ページをご覧ください。さぬき市●●、

●●●●●から南約７７０ｍのところに位置しております。 

会長提出議案第３３号、譲渡人、●●●●●●、●●●●●様、譲受人、●●

●●●●、●●●●●●●●●●、申請地、●●●●●●●●●●●番●他３筆

です。除外後の用途は分譲住宅です。 

申請の位置でございますが、資料２３ページをご覧ください。さぬき市●●、

●●●●●から南西約５００ｍのところに位置しております。 

会長提出議案第３９号、譲渡人、●●●●●、●●●●様、譲受人、●●●●

●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●番●です。除外後の用途は非農家

の自己住宅です。 

申請の位置でございますが、資料２７ページをご覧ください。さぬき市●●、

●●●●●●●●●●から北約４５０ｍのところに位置しております。 

会長提出議案第４０号、譲渡人、●●●●●、●●●●様、譲受人、●●●●

●●、●●●様、申請地、●●●●●●●●●番●です。除外後の用途は分家住

宅です。 

申請の位置でございますが、資料２９ページをご覧ください。さぬき市●●、

●●●●●●●●●●から北東約３３０ｍのところに位置しております。 

会長提出議案第４１号、譲渡人、●●●●●●●、●●●●様、譲受人、●●

●●●●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●番●です。除外後の用途

は資材置場です。 

申請の位置でございますが、資料３１ページをご覧ください。さぬき市●●、

●●●●●●●●から北へ約８００ｍのところに位置しております。 

説明は以上です。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案については、●●地区、

●●地区、●●地区の関係案件ですので、代表委員から調査結果の報告をお

願いします。 

●●地区代表委員から報告をお願い致します。 

 

昨日見に行きました。別に問題ないと思いますので、よろしくお願いします。 

 

続いて、●●地区代表委員から調査結果の報告をお願いします。 

 

第１３号案件ですけど、特に問題ないと思いますので、よろしくお願いします。 

１４号案件は無断転用の是正ということで、これもぜひよろしくお願いしたい

と思います。 

 

続いて、●●地区代表委員から調査結果の報告をお願い致します。 

 

第１５号議案から３２号議案、３４号議案から３８号議案は全てこれ新設高校



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

戸田修治委員 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

の用地になるものですから、とくに何か言うことはありません。 

それから、３３号については、分譲住宅が十六軒建築されるようですが、それ

ができますが、別段問題ないかと思います。 

それから、３９号議案の●●●●さん、これは非農家の自己住宅ということで、

特には問題ないと思います。 

それから、４０号については、●●さん、これも問題ありません。 

一つ気になるのが４１号、これが現状は田んぼなんですけども、隣に車屋さん

か何かがあると思うんですが、それの資材置場ということになりましたら農家関

連じゃないので、転用申請が出ていれば別段問題ないと思いますが、どうなので

しょうか。 

 

最初に、これは、農振農用地に入っているので農振除外をして、それで、これ

が認められてから５条の転用申請が出てきます。ですから今回、農振除外申請が

先になります。 

 

別段、それだったら、よろしくお願いします。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第１２号から第４１号につきまし

て質疑等がありましたら、発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

ないようですので、議案１２号から第４１号につきましてお諮りします。

議案第１２号から第４１号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１２号から第４１号を原案のとおり認めることとし、香

川県へ進達致します。 

日程第８ 農業経営改善計画の審査について、会長提出議案第４２号を議

題と致します。 

それでは、事務局より説明を求めます。 

 

会長提出議案第４２号ですが、本日、３件の審議をお願いしておりましたが、

３番目の●●●●さんに関しましては先々週お父さんがお亡くなりになったと

いうことで、本日の審議は見送らせていただくということで、本日は１番と２番

だけの審議をお願いできたらと思います。 

それでは、１番目の●●●さんですが、住所は、●●●●●●●●●●番地●、

生年月日は昭和●●年●●月●日生まれです。 

経営改善計画を参照してください。 

①農業経営体の営農活動の現状及び目標の（１）営農類型としましては、露地



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

大塚ノブ子委

野菜を生産しております。 

②農業経営の規模拡大に関する現状及び目標としまして、（１）生産について、

キュウリの作付面積の現状が１６ａで生産量が１６，０００kgですが、５年後の

作付面積は同じく１６ａで生産量を１８，０００kgに増やします。ナバナの作付

面積の現状が３０ａで生産量が２，４００kgですが、５年後は作付面積４０ａで

生産量３，５００kgに増やします。ブロッコリーの作付面積の現状が３８ａで生

産量３，８００kg ですが、５年後は作付面積１００ａで生産量１０，０００kg

に増やします。ほうれん草の作付面積の現状が８ａで生産量８００kgですが、５

年後変更はありません。（３）農用地及び農業生産施設につきましては、アの農

用地で借入地の田が現状１２３ａですが、５年後１７３ａまで増やします。 

今後の取組としまして、露地野菜を中心に作付面積を拡大し、農業所得の向上

を目指します。さらに、排水対策や適期防除及び作型分散により秀品率の向上を

図っていきます。また、香川県産野菜のイメージアップに取り組む生産者として

「さぬき讃ベジタブル」の認定も受けられ、今後の活躍が期待できる方です。現

状の年間所得１９２万円のところ、５年後４０４万円を目指します。 

認定新規就農者として技術や実績を確実に積んでおり、認定農業者の新規認定

につきましてのご審議をよろしくお願いします。 

続きまして、２番の●●●●さん。住所は、●●●●●●●●●●●●●●●

番地、生年月日は昭和●●年●月●日生まれです。 

経営改善計画を参照してください。 

①農業経営体の営農活動の現状及び目標の（１）営農類型としましては、施設

野菜のミニトマトを生産しています。 

②農業経営の規模拡大に関する現状及び目標としましては、（１）生産につい

て、ミニトマトの作付面積の現状が１５ａで生産量が２０，２５０kgですが、５

年後の作付面積は同じく１５ａで生産量を２２,５００kgに増やします。（３）農

用地及び農業生産施設につきましては、アの農用地で所有地の田が現状５０ａで

すが、５年後も変更はありません。畑については１ａですが、５年後も変更はあ

りません。イの農業生産施設については、現状１棟の１，５００㎡ですが、５年

後も変更はありません。 

今後の取組としまして、黄化葉巻病等の病害虫防除や栽培管理を徹底すること

により収量・品質の向上を図り、農業所得の向上を目指します。現状の年間所得

３６９万円のところ、５年後４１０万円を目指します。 

認定新規就農者として技術や実績を確実に積んでおり、認定農業者の新規認定

についてのご審議をよろしくお願いします。 

以上です。 

 

事務局の説明が終了致しました。本議案については、●●地区、●●地区の関

係案件ですので、地区代表から補足事項等がありましたら報告をお願いします。 

●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 

●●●さんにつきましては、３９歳という大変若い年齢ですけど、私が最初お
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議長（会長） 
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会いしたときより、今日お会いしたら顔が締まって、大変自身にあふれた顔をし

ておりました。この方は頑張り屋さんなので、この５年後の目標もきっと果たし

てくれるだろうと思います。よろしくお願いします。 

 

続いて、●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 

現況頑張っておられますので、よろしくお願いします。問題ありません。 

 

議案第４２号について質疑等がありましたら、発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

ないようですので、農業経営改善計画の審査について、議案第４２号につ

いてお諮り致します。異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第４２号について原案のとおり承認することと致します。 

本日上程の議案については以上ですが、日程第９ その他、何かございま

せんか。 

農地集積専門員から何かありましたら。 

 

ございません。 

 

以上をもちまして、令和６年２月農業委員会定例会を閉会とします。慎重

なる審議を頂き、お礼を申し上げます。どうもありがとうございました。 

 

（ ２時２４分閉会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各議案毎の採決結果（議長は可否に入らず） 

・農地法第３条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・非農地証明願いについて 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農地改良届について 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農地法第５条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農用地利用集積計画の審議について 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農業振興地域整備計画変更の答申について 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農業経営改善計画の審査について 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

上記は会議の顛末を録して正当なることを証して署名する。 
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